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知多市特定空家等認定基準の概要 

 

１ 趣旨                                             
知多市特定空家等認定基準は、市において空家等対策の推進に関する特別措置法（以下「空家法」と

いう。）第２条第２項に規定する特定空家等の認定をする際に参考とするべき基準を定めるものです。こ

の基準は【「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針（ガイドライン）※出

典：国土交通省】を参考に作成します。 

 

 

２ 特定空家等の定義                                    
「特定空家等」は、空家法で次のように定義されています。 

「特定空家等」の定義（空家法第２条第２項） 

① そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

② そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

③ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

 

３ 対象となる空家等                                    

 次に掲げる状態の空家等について、特定空家等の認定の基準を定めます。 

  

空家等の状態（空家法第２条第２項） 空家等の区分 

① そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 保安上危険な空家等 

② そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

衛生・生活環境上 

不適切な空家等 
③ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切であ

る状態 

 

 

４ 認定の方法                                        

 特定空家等の認定については、知多市空家等対策協議会の助言を踏まえたうえで、市長が認定を行

います。 

 

 

５ 特定空家等の認定基準                                 
 特定空家等の認定については、空家等の区分別に空家等の状態（評価１）、周辺への影響（評価２）の

２段階の評価を行い、両方に該当する空家等を特定空家等に認定します。 

 

空家等の区分 評価１ 評価２ 

（１） 保安上危険な空家等 空家等の状態 周辺への悪影響、危険性等 

（２） 衛生・生活環境上不適切な空家等 空家等の状態 周辺へ及ぼす悪影響の程度 
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６ 認定の流れ及び評価基準                               

 

（１） 保安上危険な空家等 

評価１ 空家等の状態 

以下の状態にあるか否かを判定します。 

（ア）建築物が倒壊等するおそれがある状態 

（イ）屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれがある状態 

（ウ）擁壁が老朽化し危険となるおそれがある状態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価２ 周辺への悪影響、危険性 

建築物が倒壊した場合や建築物の一部が落下した場合等に、自らの敷地内でおさまらず、周辺の建

築物・道路・通路・通行人等にまで悪影響を及ぼす危険な状態か否か。 

判 定 

経過観察、助言・指導 

評価１のいずれかに該当 評価１に該当しない 

判 定 

経過観察、助言・指導 

評価２に該当しない 評価２に該当 

特定空家等に認定 

知多市空家等対策協議会

より助言 
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（２） 衛生・生活環境上不適切な空家等 

評価１ 空家等の状態 

以下の状態にあるか否かを判定します。 

①そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれがある状態 

②適切な管理が行われていないことにより景観を損なっている状態 

③生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価２ 周辺へ及ぼす悪影響の程度 

空家等が及ぼす周辺への悪影響の程度が社会通念上許容される範囲を超えている状態にあるか否

か。 

判 定 

経過観察、助言・指導 

評価１のいずれかに該当 評価１に該当しない 

判 定 

経過観察、助言・指導 

評価２に該当 評価２に該当しない 

特定空家等に認定 

知多市空家等対策協議会

より助言 


